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　　　　　尾張旭市少年センター運営協議会会議録 

 

１　開催日時 

　　令和８年２月１８日（水） 

　　開会　午前１０時 

　　閉会　午前１１時１０分 

２　開催場所 

　　尾張旭市中央公民館　１階　１０２会議室 

３　出席委員 

柗原弘道、三浦義文、森和雄、若杉浩二、伊豆原信子、秋田弓子、 

石田典子、荒谷弘美、川村竹治、田澤鈴江、梶川喜和子、浅野年子、 

山下浩司　計１３名 

４　欠席委員　 

　　須嵜素夫　１名 

５　傍聴者数 

　　０名 

６　出席した事務局職員 

　　市民生活部次長兼市民活動課長　西尾哲弥、少年センター所長　三浦勝之、 

少年育成係長　二井厚吏 

７　議題等 

　⑴　会長の選出について 

　⑵　報告事項 

　　　令和７年度事業について 

　⑶　協議事項１ 

　　　令和８年度事業計画（案）について 

　⑷　協議事項２ 

　　　少年センターにおける相談時間の変更について 

８　会議の要旨 

 事務局（所長） 　定刻となりましたので、ただいまから、令和７年度尾張旭市

少年センター運営協議会を開始します｡ 

　本日の出席委員は１４人中、１３人出席していますので、過

半数の出席をいただいております。 

　従いまして、少年センター運営規則第４条第２項の規定によ

る定足数に達しております。 

　なお、この会議は傍聴を認め、後日議事録を公表いたします

ので、御了承いただきますようお願いします。 

　まず、本日の会議資料の確認をさせていただきます。

 事務局（係長） 　本日皆様にお配りしたものは、ホチキス止めの資料、次第、

委員名簿、座席図です。

 事務局（所長） 　それでは、次第に沿って協議会を進行いたします。 

　１　開会あいさつ　を、事務局を代表して、市民生活部次長

兼市民活動課長より御挨拶申しあげます。
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 市民生活部次

長

全国的に非行や少年犯罪は減少傾向にあるといわれています

が、近年は、インターネットやＳＮＳに関する犯罪やトラブル

が発生し、青少年が被害に遭う事件が度々報道されています。 

　「あさひの子　地域みんなで育てましょう」を合言葉に青少

年の健全育成活動にしっかり取り組んでまいります。 

　本日は、令和７年度事業報告と令和８年度事業計画などを、

議題とさせていただいております。 

　皆様の貴重な御意見を賜り、少年センターの活動内容を、よ

り良いものとしたいと存じますので、よろしくお願いします。

 事務局（所長） 　ここで、本協議会につきまして御説明させていただきます。 

　資料１８ページ　尾張旭市少年センター設置条例をご覧く

ださい。 

第５条に「少年センターの適切な運営を図るため、尾張旭市

少年センター運営協議会を置く。」とあります。 

　また、第４条に少年センターが行う事業として３項目掲げて

おり、皆様には、各種事業の実施内容について、御協議をいた

だくために、委員をお願いしております。 

　また、１９ページの尾張旭市少年センター運営規則第３条第

２項に、「会長は、委員の互選によってこれを定める。」、同条

第３項に「会長は、会務を総理する。」とありますが、会長が

決まるまでの間、会議の進行は事務局が務めますので、よろし

くお願いいたします。 

　本日は、皆様に委員を委嘱して初めての会議になりますの

で、名簿順に自己紹介をお願いします。

 （委員　自己紹介）

 事務局（所長） 　次に事務局職員の紹介をします。

 （職員　自己紹介）

 事務局（所長） 　それでは、次第２　議題等⑴「会長の選出について」に移り

ます｡ 

　先ほどの御説明のとおり、皆様から会長の御推薦をいただき

たいと思います。どなたか御推薦をお願いしたいと思います。

 柗原委員 　自治連合協議会役員として地域における青少年の健全育成

に御尽力をいただいております、川村竹治様を会長に推薦しま

す。

 事務局（所長） 　ただいま川村竹治様の御推薦をいただきました。 
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 　承認いただけるかたは、拍手をお願いいたします。

 （拍手）

 事務局（所長） 　ありがとうございます。承認をいただきましたので、川村様

は会長の席にお移りください。 

（川村委員　会長席へ移動） 

　それでは、川村会長、ひとこと御挨拶をお願いします。

 会長 　慣れない会長職で、幾分足りない点もあるかもしれません

が、最後まで務めていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

 事務局（所長） 　ありがとうございました。 

　それでは、会長より会長職務代理者の指名をお願いいたしま

す。

 会長 　青少年健全育成推進会議会長の柗原弘道さんを指名します。

 事務局（所長） 　柗原弘道様の指名がありました。 

　承認いただけるかたは、拍手をお願いいたします。

 （拍手）

 事務局（所長） 　ありがとうございました。 

　承認をいただきましたので、柗原様、会長職務代理者をどう

ぞよろしくお願いいたします。 

　それでは、以後の議事の進行につきまして、会長よろしくお

願いします。

 会長 　それでは、次第２　議題等　⑵報告事項「令和７年度事業に

ついて」事務局よりお願いします。

 事務局（係長） （資料に基づき説明）

 会長 　ただいまの事務局の説明について、御質問などございました

ら、お願いいたします。

 三浦委員 　資料８ページの大学生と青年層の集計の違いは、年齢的に重

なってくると思われるが、どういう区分をされているのか。

 事務局（係長） 　大学生（専門学生）については、大学等に所属していること

が分かっていればこの区分に入っており、青年層については概

ね４０歳までの方で学生でない場合がこの区分に入っており

ます。

 若杉委員 　少年センターの職員数を教えてほしい。また、職員数につい

ては足りているか。

 事務局（所長） 　所長と係長の他に、電話相談員２名、教育支援員１名、街頭
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 相談員３名、育成員３名が所属しております。職員数として足

りていないことはありませんが、相談自体が複雑化している昨

今では、他との相談機関との連携事例が多く、それに対応する

ことの方が求められている状況です。

 会長 その他、御質問なども無いようですので、令和７年度事業に

ついての承認は、よろしいでしょうか。

 （異議なし、承認）

 会長 　それでは、次第２　議題等　⑶協議事項１「令和８年度事業

計画（案）について」と協議事項２「少年センターにおける相

談時間の変更について」は関連があるので、事務局より一括し

て説明をお願いします。

 事務局（係長） （資料に基づき協議事項１説明）

 事務局（所長） （資料に基づき協議事項２説明）

 会長 　ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問などござ

いましたら、お願いいたします。

 市民生活部次

長

　資料記載の「あさひフェスタ（仮称）」は、昨日開催のまつ

り実行委員会で「あさひフェスタ」が正式名称となったことを

報告します。

 会長 　土曜日の相談で緊急時や必要が判断される場合に実施する

とありますが、市民はどう知ることができるのか。

 事務局（所長） 　原則廃止としているため、大きく周知は予定しておりません

が、街頭相談に関しては夏の盆踊り会場での巡回パトロールや

先日ライオンスクラブから寄贈を受けた車にはカラーラッピ

ングがされておりますので、そういった点で分かる形となって

おります。

 山下委員 　学校側の立場からの意見ですが、土曜日は部活動も無くなっ

てきている中で、少年センターに巡回等の協力を依頼するのは

平日であるため、土曜日よりも平日に特化する点はありがた

い。

 会長 　その他、御質問なども無いようですので、協議事項の「令和

８年度事業計画（案）」及び「少年センターにおける相談時間

の変更」について、それぞれ御承認をいただけますでしょうか。

 （異議なし、承認）

 会長 　ありがとうございました。 

　それでは、次第２　議題等の⑶と⑷について承認することと
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 します。 

　今後も関係機関と協力、連携を行いながら、青少年の健全育

成や非行防止活動を行っていただきたいと思います。 

　それでは、次第３　その他に移ります。 

　本日は、委員として守山警察署尾張旭幹部交番所長の浅野委

員、小中学校生徒指導主事主任者会の山下委員が出席されてい

ますので、市内の青少年や小中学校の状況について、お話を伺

いたいと思います。 

　⑴守山警察署からの情報　について、浅野委員よりお願いい

たします。

 浅野委員 　守山警察署からの情報としまして、令和７年中に尾張旭市内

で少年が補導された件数は３０９件、その内で喫煙が５３件、

深夜徘徊が２５３件などあり、全体としては前年から１０６件

減少しておりますが、半数以上を占めている中高生が１８１件

で、前年から６４件も増加しております。 

　尾張旭市内の情勢は、小中学生の間で自転車を改造すること

が流行っていて、他人の自転車のタイヤやサドルといった部品

だけを盗んでいて検挙されているといった状況となっており

ます。これらの行為は将来的にも凶悪犯に繋がっていくことが

懸念されるため、少年い集への対応も含めて警戒や指導を強化

してまいりたいと思います。 

皆様方におかれましても、公園等で少年たちが大勢集まって

自転車に何かしていたりするような不自然な行動をみかけま

したら警察に御一報いただければ幸いです。今後とも青少年の

健全育成や安心安全な暮らしにお力添えを賜りますようお願

いいたします。

 会長 　ありがとうございました。 

　次に⑵小中学校からの情報　について、山下委員よりお願い

いたします。

 山下委員 　日頃は小中学生の健全育成に御尽力いただき誠にありがと

うございます。これから公立高校の一般入試、来月には小中学

校の卒業式・修了式を控えておりますが、小中学校は全体的に

落ち着いている状況です。ただ、不登校問題は年々大きくなっ

てきており、市内３中学校では校内支援ルームを開設し、教員

と支援員を配置して教室になかなか入ることができない生徒
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 をサポートして一部では普通教室に戻ることができた生徒も

おりますが、登録者数が増えている状況です。 

生徒指導の面では、やはりＳＮＳに関連したトラブルがあり

ます。その他、公共施設・商業施設での迷惑行為などもあり、

指導する中で保護者への対応に苦慮するといった報告もあり

ました。問題行動には日常的に指導しておりますが、関係機関

と連携し、地域の皆様方の御協力を賜りながら学校運営を進め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 会長 　ありがとうございました。 

　以上で本日の議題等はすべて終了しましたが、皆様、何か御

質問等はございますでしょうか。

 三浦委員 少年補導委員が少年センター地域協力員として委嘱されて

いるが、子どもたちへの関わり方について、何が異なっている

のか曖昧であるため、教えてほしい。

 浅野委員 少年補導委員は警察から委嘱している市民ボランティアで

すが、具体的な役割等については所管である生活安全課少年係

であるため、質問の内容を伝えて回答してもらうようにいたし

ます。

 三浦委員 承知しました。

 会長 それでは、質問の回答については、少年センターから三浦委

員にお伝えすることとしますので、よろしくお願いします。 

その他、御質問もないようですので、本日の議題等は全て終

了といたします。会議進行を事務局にお返しいたします。

 事務局（所長） 　会長、議事進行ありがとうございました。 

　また、委員の皆様におかれましては、貴重な御意見、御協議

いただきありがとうございました。 

　令和８年度も地域の皆様とともに、あいさつ運動や非行防止

キャンペーンなど、多くの青少年健全育成活動を実施しますの

で、今後とも御理解、御協力をお願いいたします。 

　以上で、令和７年度尾張旭市少年センター運営協議会を終了

します。 

　長時間にわたり、ありがとうございました。


